
第7次エネルギー基本計画を踏まえた
地域共生型再エネの最大限導入に向けて

2025年 11月

資源エネルギー庁 再生可能エネルギー推進室



１．再生可能エネルギーを巡る状況
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2050

脱炭素電力
(現行需要の3割程度)

今後投資が
必要な

脱炭素電源

約20年ぶりの需要増
に対する電源投資総括原価制度の元で

積極的に電源投資を実施

需要が減少する中で
電力システム改革を実施

2022

再エネ
21.7%

原子力5.6%

火力
72.7%

最終電力消費
(億kWh)

CNのための電源の
脱炭素化投資

9067億kWh

（出所）総合エネルギー統計

再エネ電源投資の重要性

年度
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◼ 半導体工場の新規立地、データセンター需要に伴い、国内の電力需要が約20年ぶりに増加していく見通し。
2050CNに向けた脱炭素化とあいまって、 大規模な電源投資が必要な時代に突入。これまでの電力システム
改革時には必ずしも想定されていなかった状況変化が生じている。

◼ 再エネ電源の供給力を抜本的に強化しなければ、脱炭素時代における電力の安定供給の見通しは不透明に。

※電力広域的運営推進機関は、2024年度から29年度にかけて電力需要が年率0.6％程度で増加する見通しを公表
（2024年1月）。



エネルギー
自給率

最終エネルギー
消費量

1次エネルギー供給の
化石燃料割合

電
源
構
成

エネルギー起源
CO2排出量

2010年度 2013年度 2022年度 2023年度
2030年度
（政府見通し）

火力発電

石炭

LNG

石油等

再生可能

エネルギー

太陽光

風力

水力

地熱

バイオマス

原子力

20.2%

3.8億kl

81.2%

65.4%

27.8%
29.0%
8.6%

9.5%

0.3%

0.3%
7.3%
0.2%
1.3%

25.1%

11.4億t

6.5%

3.6億kl

91.2%

88.3%

32.9%
40.9%
14.4%

10.9%

1.2%

0.5%
7.3%
0.2%
1.6%

0.9%

12.4億t

12.6%

3.1億kl

83.4%

72.6%

30.4%
33.8%
8.4%

21.8%

9.2%

0.9%
7.7%
0.3%
3.7%

5.6%

9.6億t

15.2%

3.0億kl

80.8%

68.6%

28.5%
32.9%
7.3%

22.9%

9.8%

1.1%
7.6%
0.3%
4.1%

8.5%

9.2億t

30%

2.8億kl

68%

41%

19%
20%
2%

36~38%

14~16%

5%
11%
1%
5%

20~22%

6.8億t

(3,840億kWh)

(1,780億kWh)

(1,870億kWh)

(190億kWh)

(3,360~3,530億kWh)

(1,290~1,460億kWh)

(510億kWh)

(980億kWh)

(110億kWh)

(470億kWh)

(1,880~2,060億kWh)

(増加)

(減少)

(減少)

(減少)

(増加)

(増加)

(減少)

エネルギー需給の実績と目標について

出典：総合エネルギー統計（2023年度速報）、2030年度におけるエネルギー需給の見通しをもとに資源エネルギー庁作成



再エネ
（水力除く）

40.7%

再エネ
（水力除く）

40.2%
再エネ

（水力除く）
25.6% 再エネ

（水力除く）
14.5%

再エネ
（水力除く）

36.6%
再エネ

（水力除く）
28.8%

再エネ
（水力除く）

15.7%
再エネ

（水力除く）
7.9%

再エネ
（水力除く）

15.4%

再エネ
（水力除く）

14.2%

水力 3.1%
水力 1.8%

水力 10.1%

水力
9.7%

水力 6.1%

水力 9.9%

水力 5.7%

水力 61.1%

水力 14.7%

水力 7.7%

原子力 6.0%
原子力 14.8%

原子力
62.8% 原子力

20.3% 原子力
21.8%

原子力
18.0%

原子力 13.4%

原子力 4.7%

原子力 5.6%

石炭
33.0%

石炭
2.0%

石炭 8.6%

石炭
1.3%

石炭 3.0%

石炭
17.3%

石炭
20.4%

石炭
4.0%

石炭
61.9%

石炭
30.4%

石油等 2.2%

石油等 2.2%

石油等 5.7%

石油等 2.0%

石油等 4.1%

石油等 2.9%

石油等 1.3%

石油等 0.9%

石油等 0.2%

石油等 8.4%

天然ガス
15.0%

天然ガス
39.0%

天然ガス
50.1%

天然ガス
9.7%

天然ガス
29.9%

天然ガス
19.4%

天然ガス 38.9%

天然ガス 12.7%

天然ガス 3.2%

天然ガス 33.8%
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主要再エネ
※水力除く

風力
21.7%

風力
24.9%

太陽光
10.0%

風力
8.1%

風力
21.8%

風力
15.1%

風力
9.8%

風力
5.7%

風力
8.5%

太陽光
9.2%

再エネ
発電量

2,511 
億kWh

1,352 
億kWh

1,005 
億kWh

1,135 
億kWh

1,229 
億kWh

10,798 
億kWh

9,592 
億kWh

4,493 
億kWh

26,871 
億kWh

2,187 
億kWh

再エネ
発電量
※水力除く

2,335 
億kWh

1,295 
億kWh

721 
億kWh

680 
億kWh

1,053 
億kWh

8,035 
億kWh

7,026 
億kWh

517 
億kWh

13,743 
億kWh

1,421 
億kWh

発電量
5,743 
億kWh

3,221 
億kWh

2,821 
億kWh

4,692 
億kWh

2,879 
億kWh

27,930 
億kWh

44,729 
億kWh

6,512 
億kWh

89,474
億kWh

10,017 
億kWh

再生可能エネルギー発電比率の国際比較（2022年）

出典：IEAデータベース(2022年分、令和6年11月26日時点で得られたデータ）、2023年度エネルギー需給実績(速報)、各国の公表資料等より資源エネルギー庁作成 5



⚫ 我が国の国土面積当たりの太陽光導入容量は、主要国の中で最大級。平地面積でみるとドイツの２倍。

（参考）国土面積・平地面積当たりの太陽光設備容量の各国比較

日 独 英 中 西 仏 印 米

国土面積 38万km2 36万km2 24万km2 960万km2 51万km2 55万km2 329万km2 983万km2

平地面積※
(国土面積に占める割合)

13万km2
(34%)

24万km2
(68%)

21万km2
(87%)

740万km2
(77%)

32万km2
(63%)

38万km2
(69%)

257万km2
(78%)

674万km2
(68%)

太陽光の設備容量（GW） 71 67 16 429 25 17 83 140

太陽光の発電量（億kWh） 926 603 133 4,273 312 196 1,047 1,838

発電量（億kWh） 10,106 5,743 3,221 89,113 2,879 4,692 18,141 44,729

太陽光の総発電量
に占める比率

9.2% 10.5% 4.1% 4.8% 10.8% 4.2% 5.8% 4.1%

（出典）外務省HP（https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/index.html）、Global Forest Resources Assessment 2020（http://www.fao.org/3/ca9825en/CA9825EN.pdf）
IEA Renewables 2023、IEAデータベース、2022年度エネルギー需給実績(確報)、FIT認定量等より作成

※平地面積は、国土面積から、Global Forest Resources Assessment 2020の森林面積を差し引いて計算したもの。

【平地面積あたりの太陽光設備容量】【国土面積あたりの太陽光設備容量】（kW/㎢） （kW/㎢）
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http://www.fao.org/3/ca9825en/CA9825EN.pdf


２．第7次エネルギー基本計画
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＜総論＞

⚫ DXやGXの進展に伴い、電力需要の増加が見込まれる中、それに見合った脱炭素電源の確保ができなかった
ために、国内産業立地の投資が行われず、日本経済が成長機会を失うことは、決してあってはならない。

⚫ 再生可能エネルギーか原子力かといった二項対立的な議論ではなく、再生可能エネルギーや原子力などの脱
炭素電源を最大限活用することが必要不可欠。

⚫ こうした中で、脱炭素電源への投資回収の予見性を高め、事業者の積極的な新規投資を促進する事業環境
整備及び、電源や系統整備といった大規模かつ長期の投資に必要な資金を安定的に確保していくためのファイ
ナンス環境の整備に取り組むことで、脱炭素電源の供給力を抜本的に強化していく必要がある。

＜再生可能エネルギー＞

⚫ S+3Eを大前提に、電力部門の脱炭素化に向けて、再生可能エネルギーの主力電源化を徹底し、関係省庁
が連携して施策を強化することで、地域との共生と国民負担の抑制を図りながら最大限の導入を促す。

⚫ 国産再生可能エネルギーの普及拡大を図り、技術自給率の向上を図ることは、脱炭素化に加え、我が国の産
業競争力の強化に資するものであり、こうした観点からも次世代再生可能エネルギー技術の開発・社会実装を
進めていく必要がある。

⚫ 再生可能エネルギー導入にあたっては、①地域との共生、②国民負担の抑制、③出力変動への対応、④イノ
ベーションの加速とサプライチェーン構築、⑤使用済太陽光パネルへの対応といった課題がある。

⚫ これらの課題に対して、①事業規律の強化、②FIP制度や入札制度の活用、③地域間連系線の整備・蓄電
池の導入等、④ペロブスカイト太陽電池（2040年までに20GWの導入目標）や、EEZ等での浮体式洋上
風力、国の掘削調査やワンストップでの許認可フォローアップによる地熱発電の導入拡大、次世代型地熱の
社会実装加速化、自治体が主導する中小水力の促進、⑤適切な廃棄・リサイクルが実施される制度整備等
の対応。

⚫ 再生可能エネルギーの主力電源化に当たっては、電力市場への統合に取り組み、系統整備や調整力の確保に
伴う社会全体での統合コストの最小化を図るとともに、次世代にわたり事業継続されるよう、再生可能エネル
ギーの長期安定電源化に取り組む。

６．脱炭素電源の拡大と系統整備
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【参考】2040年度におけるエネルギー需給の見通し

9

2023年度
（速報値）

2040年度
（見通し）

エネルギー自給率 15.2% 3～４割程度

発電電力量 9854億kWh
1.1～1.2兆
kWh程度

電源構成
再エネ 22.9％ 4～5割程度

太陽光 9.8％ 23～29％程度

風力 1.1％ 4～8％程度

水力 7.6％ 8～10%程度

地熱 0.3％ 1～2％程度

バイオマス 4.1％ 5～6％程度

原子力 8.5％ ２割程度

火力 68.6％ ３～４割程度

最終エネルギー消費量 3.0億kL 2.6～2.7億kL程度

温室効果ガス削減割合
（2013年度比）

22.9％
※2022年度実績

73％

⚫ 2040年度エネルギー需給の見通しは、諸外国における分析手法も参考としながら、様々な不確実性が存在
することを念頭に、複数のシナリオを用いた一定の幅として提示。

（参考）新たなエネルギー需給見通しでは、2040年度73％削減実現に至る場合に加え、実現に至らないシナリオ（61％削減）も参考値として提示。 73％削
減に至る場合の2040年度における天然ガスの一次エネルギー供給量は5300～6100万トン程度だが、61%削減シナリオでは7400万トン程度の見通し。



（参考）再生可能エネルギーの導入に向けた課題

⚫ 再生可能エネルギーについては、地域共生を前提に、国民負担の抑制を図りながら、主力電源として、最大限
の導入拡大に取り組む。

⚫ 他方、再エネ導入にあたっては、我が国のポテンシャルを最大限活かすためにも、以下の課題を乗り越える必要
がある。

✓ 不十分な管理で放置されたパネルが散見。

✓ 2030年半ば以降に想定される使用済太陽光パ
ネル発生量ピークに計画的な対応が必要。

✓ 適切な廃棄のために必要な情報（例：含有物
質情報）の管理が不十分。

⇒ 適切な廃棄・リサイクルが実施される制度整備
が必要

⑤使用済太陽光パネルへの対応

✓ 気象等による再エネの出力変動時への対応が重要。

✓ 全国大での出力制御の発生。

✓ 再エネ導入余地の大きい地域（北海道、東北など）
と需要地が遠隔。

⇒ 地域間連系線の整備、蓄電池の導入などが必要

③出力変動への対応

✓ 傾斜地への設置など安全面での懸念増大。

✓ 住民説明不足等による地域トラブル発生。

⇒ 地域との共生に向けた事業規律強化が必要

①地域との共生

✓ 平地面積や風況などの地理的要件により新たな再エ
ネ適地が必要。

✓ 太陽光や風力を中心に、原材料や設備機器の大半
は海外に依存。

✓ 技術開発のみならず、コスト低減、大量生産実現に
向けたサプライチェーン構築、事業環境整備が課題

⇒ ペロブスカイトや浮体式洋上風力、次世代型地熱
などの社会実装加速化が必要

④イノベーションの加速とサプライチェーン構築

✓ FIT制度による20年間の固定価格買取によって国民
負担増大（2025年度3.98円/kWh）。

✓ 特にFIT制度開始直後の相対的に高い買取価格。

⇒ FIPや入札制度活用など、更なるコスト低減が必要

②国民負担の抑制
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３．再生可能エネルギーの地域共生に向けた取組
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地域でトラブルを抱える再エネの増加

12

不十分な管理で放置されたパネル 景観を乱すパネルの設置

柵塀の設置されない設備土砂崩れで生じた崩落



（参考）地域と共生した事業規律の確保（現状の問題点）

⚫ 地域におけるトラブルが増加しており、2016年10月～2025年3月末で1,365件の相談あり。
そのうち、9割以上を太陽光発電が占めている。

⚫ 再エネの導入による地域住民の懸念が顕在化し、実際、法令遵守できていない設備や地域で問
題を抱えている設備が存在。

＜主な相談事項＞

➢ 適正な事業実施への懸念（事業当初～事業中の柵塀・標識の未設置やメンテナンス不良、事業終了後の廃棄）

➢ 地元理解への懸念（事業者の情報が不透明、説明会の開催や住民への説明等の対話が不十分）

➢ 事業による安全確保への懸念（構造強度への不安、パネル飛散等）

※１つの相談内容を複数の項目でカウントしているため、総相談件数と一致しない

＜情報提供フォーム（エネ庁HP）への相談内容＞＜情報提供フォーム（資源エネルギー庁HP）への相談内容（電源種別）＞

※2016年10月～2025年3月末までの通報内容

492

447

222

162

129

292

0 200 400 600

適正な事業実施（柵塀・標識、メンテナンス、廃棄等）

地元理解（対話不足、関係法令・条例違反等）

安全確保（構造強度不足、パネル飛散等）

分割・土地権原

国民負担増（未稼働措置逃れ、太陽光無断増設）

その他

太陽光発電

1270件

風力発電

66件

バイオマス発電

28件
中小水力発電

0件

地熱発電

1件

太陽光発電

風力発電

バイオマス発電

中小水力発電

地熱発電
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各自治体における条例策定とFIT/FIP交付金一時停止との連携

14

⚫ 適正な再エネ発電事業の実施に対する地域の懸念に対応するため、各自治体において、地域と共生した形で

の再エネ導入を求める条例（再エネ条例）の制定が相次いでいる。

⚫ 政府としても、全国の自治体を対象とした連絡会等を開催するなど、自治体との連携を強化し、各自治体にお

ける再エネ条例の制定を支援している。

⚫ また、行政処分・罰則による担保が措置されている条例の違反に対して、自治体において書面指導等が講じ

られている場合には、FIT/FIP交付金一時停止措置の対象となる。登別市では、2025年６月１日、国と

密に連携し、違反発生時にFIT/FIP交付金一時停止の対象となり得る再エネ条例を施行した。

再エネ条例は近年増加（再エネ条例制定件数推移） ○登別市再生可能エネルギー発電事業と地域との調和に関する条例
（公布日：2025年３月27日、施行日：2025年６月１日）

・禁止区域：発電事業を禁止する区域（関係法令に適合していれば実施可）

・抑制区域：発電事業の抑制が必要な地域を抑制区域として指定

・事業計画の届出：着工60日前までに事業計画の届出が必要

・周辺関係者への説明：周辺関係者に対し説明会等を開催

・標識の掲示：設置区域内の公衆の見やすい場所に標識を掲示

・立入調査等：事業区域に立ち入り、必要な調査をすることができる

・指導、助言及び勧告：指導、助言及び勧告を行うことができる

・命令：違反等の場合に必要な措置を講じるよう命令することができる

・公表：命令に従わない場合、公表することができる

・罰則：命令に従わない場合、５万円以下の過料に処する
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地域と共生した再エネ導入のための事業規律強化

①計画
段階

➢森林法や盛土規制法等の災害の危険性に直接影響を及ぼし得るような土地開発に関
わる許認可について、許認可取得を再エネ特措法の申請要件化。

➢周辺地域への事前周知を要件化。

②運転
開始後

➢違反の未然防止・早期解消を促すため、事業計画や関係法令に違反した場合に
FIT/FIP交付金を留保。

➢2024年度から事業規律違反や関係法令違反が疑われる案件の洗い出し調査にかか
る新規予算を計上。

③運転
終了後

➢2022年7月から廃棄等費用の外部積立てを開始。事業者による放置等があった場合
に廃棄等積立金を活用。

➢2030年代半ば以降に使用済太陽光パネル発生量ピークが想定。経産省と環境省で
有識者検討会を開催し、リユース、リサイクル及び最終処分を確実に実施するための
制度整備を検討中。
※ 加えて、パネル含有物質の情報提供を認定基準に追加。

15

⚫ 2023年通常国会で再エネ特措法を改正し、事業規律を強化。2024年４月から全面施行。

⚫ 事業実施段階に応じ、適切かつ厳格に対応している。
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申請時点における関係法令の許認可の要件化

⚫ 森林伐採を伴う発電所設置に関しては、地域における懸念の声も大きく、実態として土砂流
出等の問題が生じているなどの関係法令遵守が徹底されていないケースが発生している。

⚫ こうした背景から、以下に示す許認可については、再エネ特措法における申請に当たり事前に
取得を求めることとし、2023年10月から適用している。

①森林法における林地開発許可
②宅地造成等規制法（盛土規制法）における許可
③砂防三法（砂防法・地すべり等防止法・急傾斜地法）における許可

計画と異なる工事で法面崩落 施工不備により土砂流出 林発許可を得ずに無許可開発

（※）上記の事案については、2024年４月２日にFIT/FIP交付金の一時停止措置を実施。

【森林法の違反事例】



説明会等による周辺住民への事前周知のFIT/FIP認定要件化

⚫ 2024年４月以降、FIT/FIP制度の認定要件として、再エネ発電事業の内容について、周辺地域の住民に対
し、説明会等による事前周知を求めている。

⚫ 具体的には、①事業計画の内容、②関係法令遵守状況、 ③土地権原取得状況、④事業に関する工事概
要、⑤関係者情報、⑥事業の影響と予防措置（安全面、景観、 自然環境・生活環境、廃棄等）の説明を
求めている。

⚫ 2024年12月末時点で資源エネルギー庁に登録された説明会等は約6700件（このうち、説明会が約3500
件、ポスティング等の事前周知措置が約3200件）。自治体からは、再エネ特措法等による説明会等の要件化
が、住民からの苦情の減少や円滑なコミュニケーションの推進に寄与しているとの声があった。

住宅用太陽光
（※２）

屋根設置
※住宅用太陽光を除く

低圧（50kW未満）
※住宅用太陽光・屋根設置を除く

高圧・特別高圧
（50kW以上）
※屋根設置を除く

周辺地域や周辺環境に
影響を及ぼす可能性が
高いエリア（※１）外 事前周知を

要件としない

事前周知を
要件としない

（努力義務として求める）

事前周知措置が必要
（※３、※４）

  説明会の開催が必要
  （※４）周辺地域や周辺環境に

影響を及ぼす可能性が
高いエリア（※１）内

（※１）①災害の危険性に直接影響を及ぼし得るような土地開発に関わるものであって、FIT/FIP認定申請要件として許認可取得を求めることとした許認可に係るエリア、②災
害が発生した場合に、再エネ発電設備が損壊するリスクの高いエリア、③条例において、自然環境・景観の保護を目的として、保護エリアを定めている場合にあっては、当
該エリアを指す。

（※２）10kW未満の太陽光発電事業を指す。
（※３）説明会の対象となる「周辺地域の住民」の範囲内に、同一の事業者が実施する再エネ発電事業があり、それらの複数の電源を合計した出力が50kW以上となる

場合には、説明会の開催を求める。
（※４）FIT/FIP認定申請前に実施された他法令・条例に基づく説明会等において、再エネ特措法に基づく説明会等に関する要件を全て充足している場合には、手続の合理化

を図る観点から、再エネ特措法に基づく説明会開催又は事前周知の要件を充足するものとして取り扱う。（なお、この場合においても、事業者は説明会の概要を報告す
る報告書（説明会概要報告書）を提出する等の所要の手続を行う必要がある。） 13



FIT/FIP交付金の一時停止措置

18

⚫ 改正再エネ特措法では、関係法令に違反する事業者等に対して、早期の是正を促すため、FIT/FIP交付金を一時

停止する措置を講じている。

⚫ 違反解消等が確認された場合は、一時停止された交付金を取り戻すことができる。他方、違反が解消されずに認定取

消しに至った場合には、違反発生時点から認定取消し時点までの交付金の返還命令が可能となっている。

⚫ 法施行日以降、関係省庁と連携の上で、まずは、次の事案に対して、一時停止措置を講じた。

① 2024年４月２日、森林法違反の太陽光発電事業（計９件）

（※）このうち４件については、違反状態が解消されたことが確認できたため、措置を解除。

② 2024年８月５日、農地法違反（必要な農地転用許可を受けていないものや、収穫量８割以上の営農が継続

されていないもの）等の不適切な事由が確認された営農型太陽光発電事業（計342件）

③ 2024年11月25日、農地法違反や盛土規制法違反等の太陽光発電事業（計19件）

④ 2025年5月19日、大規模案件を含む森林法違反の太陽光発電事業（計９件）

⚫ 今後も、随時、関係法令に違反する事業者等には、厳格な対応を講じていく。
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＜これまでに実際に現地調査で見つかった不適切事案＞

⚫ 2024年度から、事業規律違反や関係法令違反が疑われる不適切案件に対する現地調査を実施するための
新規予算を計上。2024年度、全国各地で約1300件の現地調査を行い、そのうち約1000件に行政指
導等を実施している。

（※）なお、2024年３月26日付けで、総務省から「太陽光発電設備等の導入に関する調査」を踏まえ、トラブル等の未然防
 止に向け、発電設備への現地調査を強化すること等が勧告された。上記の現地調査は、こうした勧告等を踏まえたもの。

⚫ 現地調査等を通じて違反の実態が確認された場合には、保安監督部、関係省庁、自治体にプッシュ型で情
報提供を行うとともに、事案に応じて、再エネ特措法に基づく指導・FIT/FIP交付金の一時停止・認定取消
し等の措置を厳格に講じていく。

管理不十分な状態で下草に覆われたパネル 基礎が露出し浮いている太陽光発電設備

不適切案件に対する現地調査の強化の状況

盛土が大きく崩落した太陽光発電設備
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七．食料安全保障、国土政策

わが国が古来より育んできた美しい国土を保全する重要性を確認し、森林伐採や不
適切な開発による環境破壊及び災害リスクを抑制し、適切な土地利用及び維持管理
を行う観点から、令和八年通常国会において、大規模太陽光発電所（メガソーラー）
を法的に規制する施策を実行する。

（参考）自由民主党・日本維新の会 連立政権合意書（抜粋）
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太陽光発電事業の更なる地域共生・規律強化に向けた関係省庁連絡会議

• 太陽光発電事業における地域との共生をより一層確保するべく、新エネルギー政策を所管する資源エネルギー
庁、環境政策を所管する環境省、そして、太陽光発電事業の実施に当たって様々な公益との調整を行う各種
の関係法令を所管する関係省庁との間で、緊密な連携を図り、脱炭素政策に必要な対応を検討するため、
｢太陽光発電事業の更なる地域共生・規律強化に向けた関係省庁連絡会議｣を設置。

構成員 第１回（9/24）の開催概要

○文部科学省（文化庁文化財第二課長）

○農林水産省（大臣官房環境バイオマス政策課長、農村振興局農村
政策部農村計画課長、林野庁森林整備部治山課長）

○経済産業省（大臣官房産業保安・安全グループ電力安全課長、資
源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部新エネルギー課長）

○国土交通省（総合政策局環境政策課長、都市局都市安全課大臣
官房参事官 (宅地・盛土防災)、都市局公園緑地・景観課景観・
歴史文化環境整備室長、水管理・国土保全局砂防計画課砂防
管理支援室長）

○環境省（大臣官房総合環境政策統括官グループ環境影響評価課
長、大臣官房地域脱炭素推進審議官グループ地域政策課長、大
臣官房地域脱炭素推進審議官グループ地域脱炭素政策調整担
当参事官、自然環境局総務課長、自然環境局国立公園課長、
自然環境局野生生物課長）

• 依然として太陽光発電事業について地域との共生上の課
題が生じている事例がみられている。引き続き、関係省庁
間の連携を強化し、適切に対応していくことが求められる。

• 太陽光発電事業に係る現状や課題を踏まえ、各省庁にお
いて、改めて、必要な対応についてご検討いただくとともに、
次回以降の本連絡会議において各省庁よりご報告いただ
くこととした。

【当面の検討事項】

① 各種の公益保護を確保するための関係法令における規律強
化について

② 太陽光発電の適切な廃棄について

➢ 各種の公益保護に影響を及ぼす太陽光発電設備の
放置の実態について

③ 太陽光発電の導入支援における適切な規律のあり方について

第76回再エネ大量導入・次世代電力NW小委員会
（2025年9月30日）資料２より抜粋



22

（参考）公益との調整を行う関係法令

• FIT/FIP制度によらない太陽光発電事業を含め、発電事業の実施に当たっては、土地造成及び電気設備の安全性
確保、生活環境及び自然環境・景観の保全、適正な土地利用の確保など、様々な公益との調整を行う各種の関係
法令に服する。

■土地造成の安全性確保（国土交通省、農林水産省など）
・森林法に基づく林地開発許可
・盛土規制法に基づく宅地造成等工事規制区域内・特定盛土等規制区域内の工事許可
・砂防法に基づく砂防指定地における行為許可、砂防設備の占用許可
・地すべり等防止法に基づく地すべり防止区域内又はぼた山崩壊防止区域内の行為許可
・急傾斜地法に基づく急傾斜地崩壊危険区域内の行為許可 等

■電気設備の安全性確保（経済産業省）
・電気事業法に基づく工事計画・保安規程の届出、使用前安全管理審査申請書の提出、使用前自己確認の届出 等

■自然環境・景観の保全（環境省、経済産業省、国土交通省、文部科学省など）
・環境影響評価法・条例に係る環境影響評価手続
・自然公園法に基づく特別地域・特別保護地区内の行為許可
・景観法に基づく景観計画区域・景観地区内の行為届出
・文化財保護法に基づく埋蔵文化財包蔵地土木工事等届出、史跡・名勝・天然記念物指定地の現状変更許可
・種の保存法に基づく生息地等保護区の管理地区等内の行為許可
・鳥獣保護法に基づく鳥獣保護区の特別保護地区の区域内の行為許可 等

■適正な土地利用の確保（国土交通省、農林水産省、環境省など）
・農地法に基づく農地転用許可、農振法に基づく市町村の農業振興地域整備計画の変更手続
・都市計画法に基づく開発許可
・地球温暖化対策推進法に基づく促進区域制度 等

様々な公益との調整を行う関係法令（一例）

■生活環境の保全（環境省）
・環境基本法に定める騒音、水質汚濁等の公害の防止 等



太陽光発電に係る規律強化に関する検討状況

（１）国土・自然環境保全に係る措置
◆ 種の保存法：法の施行状況の検討・評価の結果を踏まえ、「種の保存法の在り方検討会」を設置し、希少種の生息・生育地の

保全と再生可能エネルギーの導入をめぐる課題についても論点の一つとして検討中。必要に応じて制度改正を検討。（環境省）

◆ 文化財保護法：太陽光発電事業等に伴う工事が天然記念物の保存に及ぼす影響に関する市町村での事業者からの相談対
応における留意事項の整理（文科省）

◆ 景観法：市町村による地域の実情に応じた法の運用に向けた運用指針の改正等（国交省） 等

（２）事業の安全性確保に係る措置
◆ 森林法：林地開発許可に付した擁壁、排水施設の設置等の条件に違反した者に対する罰則の新設及び中止命令又は復旧

命令に従わない者の公表を可能とする改正を実施（令和８年４月施行予定）（農水省）

◆ 電気事業法：FIT/FIP認定事業に対し適用される「事業計画策定ガイドライン」に規定されている土砂流出又は地盤の崩壊を
防止する措置を全ての太陽光発電事業に同様に求めるよう、技術基準の解釈として明記（経産省） 等

（３）横断的措置： 「全省庁横断再エネ事業監視体制」の構築（経産省）
◆ 現在、FIT/FIPの認定を受けた事業において、各自治体が関係法令違反を覚知した場合、資源エネルギー庁が整備している「関

係法令違反通報システム」に登録することにより、エネ庁だけでなく、関係行政機関や関係法令の所管省庁にも自動的に通報さ
れる体制が構築されている。資源エネルギー庁では、当該通報内容を基に、現地調査（「再エネGメン」）を行い、違反の実態が
確認された場合、FIT/FIP交付金一時停止などの処分を行っている。

◆ 「関係法令違反通報システム」や「再エネGメン」について、非FIT/非FIP事業も通報対象に追加することで、我が国の太陽光発
電全体において、各関係法令が確実に遵守される体制を構築。

• 太陽光発電事業の実施に当たって、様々な公益（生活環境・自然環境・景観の保全、安全性確保、適正な土
地利用）との調整を行う観点から法的に各種規制を行う関係法令について、関係省庁連携の下で、太陽光発電
を取り巻く現状の課題を踏まえ、各法令の総点検を行った上で、必要な対応を検討中。

＜関係省庁から聞き取った検討中の事項（第二回関係省庁連絡会議時点）＞
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第77回再エネ大量導入・次世代電力NW小委員会
（2025年11月12日）資料３より抜粋



４．自治体の方々との情報連携の強化に向けて

24



地方自治体等向け情報閲覧ページについて

25

⚫ 資源エネルギー庁が保有するＦＩＴ等認定情報や各自治体で制定している再エネ関係の条例に関
して、「地方自治体等向け情報閲覧ページ」において情報提供しており、2025年５月時点で、

926自治体が登録済み。

⚫ これまで、１ 自治体あたり 1 IDとしていたところ、関係法令違反に対して速やかな対応を行う

ことを目的に、昨年７月末より、1 自治体あたり最大で15 IDまで付与することとした。

⚫ 今後、各自治体組織内において、エネルギー政策部局のみならず、関係法令を所掌する部
局における利活用を促していく。

URL： https://www.fit-portal.go.jp/local



自治体等関係行政機関向けの関係法令違反通報機能について
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⚫ 再エネ特措法では関係法令遵守を求めており、違反があった場合、自治体等の関係行政機関から
通報を受け、再エネ特措法に基づく指導、改善命令、認定取消の手続を行うこととしているが、
以下のような課題がある。

①関係行政機関と地方経産局との連携不足による、指導等の対応における初動の遅れ

②関係行政機関の間で、それぞれの許認可の状況を把握できない事

⚫ 今回、自治体等の関係行政機関が法令違反事案を覚知した際、速やかに違反の解消を促す事を目

的として、再エネ業務管理システムを活用し、違反に関する情報を簡単に登録・コメント
できるツールとして2023年3月より新たな運用を開始。

自治体A課

自治体B課

関係行政機関

経産局・エネ庁

通報
登録

通知

通知

通知

通報
閲覧

通報
閲覧

通報
閲覧

コメント
登録

コメント
登録

通知

通知

通知

通知

通知

通知
通報
検索

通報
検索

通報
検索

通知

通知

通知
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⚫ 全国の都道府県及び市区町村を対象に、再生可能エネルギー発電設備の設置に関する条例、
規則、ガイドライン等（「条例等」という）の制定状況をアンケートにより把握し、その結果を自
治体職員に限定して閲覧できるシステムを公開。

⚫ 条例の名称、種別、制定目的のほか、自然環境や生活環境等との調和を図る観点からの手続
きや立地規制を課す規定等の情報を収録している。

【本調査における「再エネ条例」について】
本調査における「再エネ条例」は、太陽光発電設備、または再生可能エネルギー発電設備の設置について、届出、協議、確認、同意、許可、認定、禁止
等のいずれかの手続や立地規制を課す条例を対象とし、単に立地の促進のみを規定する条例や、環境影響評価条例、環境保全・緑地保全等に関する条例、
景観条例等において太陽光発電設備等の設置の規制を規定するものは対象外としている。

検索条件一覧 検索結果のイメージ

再生可能エネルギー自治体条例検索システム



各自治体における条例策定とFIT/FIP交付金一時停止との連携（再掲）
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⚫ 適正な再エネ発電事業の実施に対する地域の懸念に対応するため、各自治体において、地域と共生した形で

の再エネ導入を求める条例（再エネ条例）の制定が相次いでいる。

⚫ 政府としても、全国の自治体を対象とした連絡会等を開催するなど、自治体との連携を強化し、各自治体にお

ける再エネ条例の制定を支援している。

⚫ また、行政処分・罰則による担保が措置されている条例の違反に対して、自治体において書面指導等が講じ

られている場合には、FIT/FIP交付金一時停止措置の対象となる。登別市では、2025年６月１日、国と

密に連携し、違反発生時にFIT/FIP交付金一時停止の対象となり得る再エネ条例を施行した。

再エネ条例は近年増加（再エネ条例制定件数推移） ○登別市再生可能エネルギー発電事業と地域との調和に関する条例
（公布日：2025年３月27日、施行日：2025年６月１日）

・禁止区域：発電事業を禁止する区域（関係法令に適合していれば実施可）

・抑制区域：発電事業の抑制が必要な地域を抑制区域として指定

・事業計画の届出：着工60日前までに事業計画の届出が必要

・周辺関係者への説明：周辺関係者に対し説明会等を開催

・標識の掲示：設置区域内の公衆の見やすい場所に標識を掲示

・立入調査等：事業区域に立ち入り、必要な調査をすることができる

・指導、助言及び勧告：指導、助言及び勧告を行うことができる

・命令：違反等の場合に必要な措置を講じるよう命令することができる

・公表：命令に従わない場合、公表することができる

・罰則：命令に従わない場合、５万円以下の過料に処する

26
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⚫ 「事業計画認定情報 公表用ウェブサイト」については、再エネ特措法に基づき、FIT/FIP認定を
受けた事業者の情報を都道府県別に公表しているもの。

⚫ 「情報提供フォーム」については、地域でトラブルになっている再エネ発電事業を把握するために、
当該フォームを通じて資源エネルギー庁宛ての情報提供を呼びかけているもの。

⚫ いずれも一般市民の方が利用可能。

事業計画認定情報 公表用ウェブサイト

（ https://www.fit-portal.go.jp/publicinfo ）
情報提供フォーム（ https://saiene.go.jp/register/ ）

事業計画認定情報 公表用ウェブサイト及び情報提供フォームについて
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ご清聴ありがとうございました。

FIT/FIP制度に関し、ご不明点があれば

お気軽にお問い合わせください。

経済産業省資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部

新エネルギー課 再生可能エネルギー推進室

Tell : 03－3501－2342

Mail : bzl-fit-ikou@meti.go.jp（本省FIT/FIP制度担当者）

mailto:bzl-fit-ikou@meti.go.jp
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